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均周期数が10周期、 妊娠しない場合、 20周期以上はざらであり、 60周期以上の患者も一

定数おります。

当院でAIDを10周期以上行っても妊娠しない場合は、 海外での治療を希望する患者が増

えています。 海外での治療の場合は、 複数回の渡航が必要であることに加え、 治療費は約

200万とのことで負担が高い方法です。

SNS精子取引など、 リスクある方法で提供精子の治療を選択されている方もいます。

ことここに至り、 当院の実施要項をよく理解していただいた夫婦にのみ提供精子による体

外受精・顕微授精を施術すべきと判断しました。

当院の実施要項策定にあたり、御学会の精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の

整備に関する提案書を参考にさせていただき、 これに則した形で制定いたしました。

何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
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